
番

号

番

号

番

号

指標 住民の救急蘇生法の受講率

指標 なし

指標 なし

指標 なし 指標
救急要請（覚知）から救急医療機関
への搬送までに要した平均時間

指標 なし

指標
心肺蘇生を望まない心肺停止患者
への対応方針を定めている消防本
部の割合

指標 休日・夜間に対応できる医療施設数

指標
二次救急医療機関（病院群輪番制
病院）の数

指標 受入困難事例の件数

指標 なし

指標 なし

指標
転棟・転院調整を行う者を常時配置
している救命救急センター数

指標
緊急入院患者における退院調整・
支援の実施件数

指標 なし 指標 なし

指標 なし

県民が、自ら応急手当や救急車の要請に
関する知識に基づいて適切に行動すること
ができている

心肺機能停止傷病者（心肺停止患
者）全搬送人員のうち、一般市民に
より除細動が実施された件数

指標

1

救急患者が、搬送前や搬送中にも必要な
処置が受けられ、速やかに適切な医療機
関に搬送されている2

4

急性期を脱した患者が、適切な場所で継
続して医療を受けられている

5

救急患者が、新興感染症等の発生・まん延
時においても、適切な救急医療を受けられ
ている

3

新

興

感

染

症

12

救急患者を受け入れるために必要な感染
対策を講じることができる人材を平時から育
成

救

命

後

の

医

療

11

救急医療用の病床から円滑に転棟・転院
できる体制の整備

13

新興感染症のまん延により救急外来の需
要が急増した際にも、特に配慮を要する患
者を含めたすべての患者に対応可能な相
談・診療・受入体制の整備推進

救急患者が、緊急度・重症度に応じた適切
な医療を受けられている

指標
救命救急センターの充実度評価Ａ
以上の割合

9
三次救急医療体制の整備推進

6

心肺蘇生を望まない傷病者への対応方針
の整備推進

緊

急

度

・

重

症

度

に

応

じ

た

医

療

の

提

供

7
初期救急医療体制の整備推進

10

救急医療機関の役割の明確化とIＣT等を
活用した相互連携の促進

8

二次救急医療体制の整備推進

1

住むところによらず、緊急度、重症度に応じ
た適切な救急医療を受け、命が救われて
元の生活に戻れている

5

メディカルコントロール体制の強化・標準化
の促進 指標

心原性心肺機能停止傷病者（一般
市民が目撃した）のうち初期心電図
波形がＶＦ又は無脈性ＶＴの１か月
後社会復帰率

4

救急搬送に関するルールの標準化の促進

個別施策（アウトプット） 中間成果（中間アウトカム） 目指す姿（分野アウトカム）

病

院

前

救

護

1

心肺蘇生法等を含む応急手当に関する知
識の普及啓発

2

医療機関の受診や救急車の要請の適正化
の推進

3

迅速かつ適切な医療機関への搬送体制の
整備

1
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番

号

番

号

番

号

1

指標

2

指標 保健医療福祉調整本部の設置運営訓練実施回数 指標 指標

指標
関係機関による本部のコーディネート機能の確認を行う災害訓練を実施
した二次医療圏数

指標 広域医療搬送を想定した訓練の実施回数

3

指標

4

指標 広域医療搬送を想定した訓練の実施回数（再掲）

5

指標 災害医療コーディネーターの任命者数

指標 災害時小児周産期リエゾン養成研修の受講者数

指標 災害薬事コーディネーターの任命

指標 DHEAT研修受講者数

指標 災害医療研修会の開催回数

6

指標 日本ＤＭＡＴ隊員研修受講者数

指標 都道府県ＤＭＡＴ養成研修受講者数

指標 （※ＤＭＡＴ感染症研修を受講したＤＭＡＴ隊員数）

指標 県内のＤＭＡＴインストラクター数

7

指標 ＤＰＡＴの登録チーム数

8

指標 災害医療研修会の開催回数（再掲）

9 指標

指標

10

指標 ＥＭＩＳの操作を含む研修・訓練に年１回以上参加した病院数

11

指標 ＢＣＰを策定した病院の割合

指標 病院の耐震化率

12

指標 浸水対策を講じている病院の割合

指標 浸水を想定したＢＣＰを策定している病院の割合

13

指標

14

指標 指標

15

指標

災

害

発

生

時

に

備

え

た

連

携

体

制

地域の実情に応じた災害発生時の医療機関の役割分担や連携体制の整備

災害発生時を想定した県内関係機関の連携体制を確認する訓練の実施

1

災害医療コーディネート体制の整備

県内外での災害対応や訓練を踏まえた、災害医療指針や災害医療活動マニュ
アルの見直し

大規模災害発生時の広域的な連携体制の構築

個別施策（アウトプット） 中間成果（中間アウトカム） 目指す姿（最終アウトカム）

災害発生時に備えた連携体制が整備さ
れている

1

災害発生時に、救われるべき命が救わ
れ、健康被害も最小限に抑えることがで
きている

災

害

急

性

期

に

必

要

な

医

療

を

提

供

す

る

体

制

ＤＭＡＴの計画的養成及び研修・訓練の実施

DPATの計画的養成及び研修・訓練の実施

災害医療従事者への研修による体制強化

浸水想定区域に位置する医療機関の体制整備

災害拠点病院やＳＣＵ等の災害医療に係る施設・設備の適切な整備

2

災害急性期に必要な医療を提供する体
制が確保されている

災害用備蓄医薬品等の供給体制の整備

ＥＭＩＳが有効に活用される体制の整備

被災時も医療機関が医療提供体制を維持するための体制整備

災

害

急

性

期

を

脱

し

た

後

の

健

康

の

確

保

被災者に対し継続的に医療を提供できる体制の確保

3

災害急性期を脱した後も住民の健康を
確保するための体制が整備されている

災害発生により失われた医療機能の回復を推進

2
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番

号

番

号

番

号

・小児の事故防止について普及啓発している自治体の
割合

S ・不慮の事故による死亡率 o ・乳幼児死亡率

（予防接種実施に関する指標　予防接種啓発事業等） （小児の予防接種率） P ・小児死亡率

P ・この地域で子育てをしたいと思う親の割合

指標 （＃８０００に対応する医療機関数） S ・＃８０００応答率 P

3 ・＃８０００を知っている人の割合 P

指標 （乳幼児健診受診率） P

指標 ・小児かかりつけ医を持つ人の割合 P 指標 （紹介率、逆紹介率） P

5

指標
（NICU,PICUを有する医療機関数（高度医療）、小児科
専門医数、小児科専門外来を有する医療機関数）

S

（児童精神科診療医療機関数（入院病床数）） S

（身体症状に関する指標）

7

指標
・休日夜間急病センター等の小児初期救急医療体制を
整備している医療圏数

S ・小児救急搬送の内、受入困難事例の件数 P

（ドクターカー応需率） P

（圏域をまたいだ搬送数） P

（小児救急の重症者の受け入れが可能な病院数） S

10

指標 ・長野県難聴児支援センター 相談件数 P

（退院支援会議の開催回数）

（在宅医療支援を行っている病院・診療所数） S ・退院支援を受けたNICU,GCU児数 P

・在宅小児の緊急入院を受け入れている医療機関数 P

（医療的ケア児の予定入院受入数）

・災害時小児周産期リエゾン任命者数 S 指標 ・災害時小児周産期リエゾンの県防災訓練参加回数 P

・小児周産期リエゾンの配置二次医療圏数 S

13

14

1

小

児

医

療

体

制

療

養

・

療

育

支

援 指標

指標

小児の療育支援体制整備

7

小児患者が必要に応じた療育が受けられている

8

小児患者が退院後の生活を踏まえ、安心した在宅療養支援が
受けられている（在宅移行+継続療養）

11

小児の在宅療養支援体制整備

小

児

救

急

体

制

8

有

事

の

小

児

医

療

12

災害時小児周産期リエゾンの養成を推進
9

有事（災害時、新興感染症の発生・まん延時）を見据えた小児
医療体制が整っている

指標

小児に対する災害医療体制の構築

新興感染症の発生・まん延時の体制検討

より身近な地域での小児救急体制の維持

6

小児救急患者が緊急度、重症度に応じて、適切な救急医療を
受けられている

指標

9

重症度に応じて迅速に対応できる小児救急医療連携の維持

指標

6

小児医療と併せて必要な他科受診ができる体制整備

指標

小児科と成人診療科との連携体制整備

5

必要な時に、重症度や専門性に応じた医療を受けられる体制
の維持

4

身近な地域で日常的な小児医療や相談が受けられる体制の
維持

4

病状に応じて、小児患者が適切な医療を受けられている

継続的な医療が必要な小児患者が成人期医療に移行するた
めの支援を受けている

医療が必要とされている小児が早期に発見され、医療につな
がっている

3

個別施策（アウトプット） 中間成果（中間アウトカム） 目指す姿（最終アウトカム）

1

小児の事故防止対策、病気予防等の啓発

1

小児とその家族が事故や病気に対する適切な予防行動がとれ
ている

適切な小児医療が提供され、小児やその家族が安心して暮らす
ことができる

指標 指標

2

予

防

・

相

談

指標

急病時の相談対応体制維持

2

小児の家族が医療の必要性について相談し、適切な受療行
動がとれている

指標

小児の病気や障がいについて家族が相談できる体制

3
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番

号

番

号

番

号

1

（妊婦健診の受診率） P

（助産師外来を開設している医療機関数、助産所数） S ・里帰り出産受入れ率 P ・周産期死亡率

・院内助産を行っている医療機関数 S ・新生児死亡率

3 指標 （広域連携した分娩数に関する指標） ・妊産婦死亡数

・妊娠・出産について満足している者の割合

指標
・エジンバラ産後うつ病質問票（EPDS）の実施医療機関数、助産
所数

S 指標 （妊産婦訪問指導の件数） P ・この地域で子育てをしたいと思う親の割合

・母体・新生児搬送受入医療機関数 S

（ハイリスク妊婦の母体搬送率） P

・周産期母子医療センターで取り扱う分娩数 P

指標
（総合周産期母子医療センターへの共通紹介状使用医療機関
数）

S ・母体・新生児搬送数のうち受け入れ困難事例の件数 P

・小児周産期医療連絡会の開催回数 P

・NICU等を有する医療機関数 S （紹介率、逆紹介率に関する指標）

（こども病院の新生児用ドクターカー出動件数） P

・産科を標ぼうする医療機関のうち、ハイリスク妊産婦共同管理
料（Ⅰ）の届出医療機関数の割合

S

指標 （地域連携分娩管理加算を届出している医療機関数）

指標
・先天性代謝異常スクリーニング検査及び新生児聴覚スクリーニ
ング検査実施医療機関数・助産所数

S
・先天性代謝異常スクリーニング検査実施率及びオプショナル検査実
施率

P

・新生児聴覚スクリーニング検査実施率 P

・退院支援を行う者が配置されている周産期母子医療センター
数

S ・スクリーニング異常者のフォローアップ実施率 P

・NICU長期入院児等が自宅に退院する前に家族が在宅ケアを行うため
の手技取得や環境の整備をする期間を設けるための病床を設置してい
る周産期母子医療センター数

S

指標 ・退院支援を受けたNICU,GCU入院児数 P

・災害時小児周産期リエゾン任命者数 S 指標 ・災害時小児周産期リエゾンの県防災訓練参加回数 P

・小児周産期リエゾンの配置二次医療圏数 S

12

13

9

有

事

の

周

産

期

医

療

11

指標

災害時小児周産期リエゾンの養成推進

新興感染症の発生・まん延時の体制検討

妊産婦・新生児等に対する災害医療体制の構築

総

合

周

産

期

医

療

8

7

有事（災害時、新興感染症の発生・まん延時）を見据えた周産期医療体制
が整っている

ハイリスク児・妊産婦が退院後の生活を踏まえた支援を受けられている

先天性代謝異常スクリーニング検査及び新生児聴覚スクリーニング検
査の実施体制の維持

6

新生児の先天性疾患等が早期に発見され、医療につながっている

指標NICU等退院する児への退院支援

7

ハイリスク妊産婦やハイリスク児等の高度医療、及び基礎疾患や産科
合併症を有する妊産婦への医療体制維持

指標

地域周産期母子医療センター及びその他の周産期医療関連施設等
との連携体制の強化

10

指標

8

地

域

周

産

期

医

療

5

急変した妊婦等を迅速に受け入れられる体制整備

指標

4

6

新生児医療が必要な場合には、総合周産期母子医療センター等へ迅
速に搬送が可能な体制整備

療

養

・

養

育

支

援

個別施策（アウトプット） 中間成果（中間アウトカム） 目指す姿（最終アウトカム）

一

般

周

産

期

医

療

分娩の取扱いが困難な地域でも、医療連携により分娩に対応できる体
制の維持

1

妊婦が出来る限り身近な地域で妊娠・出産に向けた健康管理をすることが
できる

2

助産師による妊産婦ケア及び分娩の普及・推進

指標

指標

2

妊婦が出来る限り身近な地域で正常分娩やリスクの低い帝王切開術を受け
ることができる

適切な周産期医療が提供され妊産婦が安心・安全な妊娠・出
産をすることができる

産科医、小児科医の育成及び確保に係る対策支援

妊婦の産前・産後を通じた相談体制の支援

指標

1

4 3

指標

5

指標

一般周産期医療機関と総合・地域周産期母子医療センターの連携が取れ
ている

ハイリスク妊産婦が、適切な周産期医療、周産期救急医療を受けられる

妊産婦が出来る限り身近な地域で妊娠から出産、産後の不安に対する相談
を受けることができる

4
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番

号

番

号

番

号

番

号

1

指標 ACEネット団体登録数（仮） 指標 運動習慣のある者の割合

2 指標
糖尿病が強く疑われる者・予備
群の割合
（県民健康・栄養調査）

指標 特定健診の受診率

指標 特定保健指導の実施率

指標
県糖尿病性腎症重症化予防プロ
グラムに沿った取組の実施市町
村数

指標
特定健診での受診勧奨により実
際に医療機関へ受診した糖尿病
未治療患者の割合

指標 HbA1c若しくはGA検査の実施割合 指標
HbA1c値が高い者（8.0%以上）の
割合

4

5

5

指標 訪問薬剤管理指導実施薬局数 指標
年齢調整死亡率（男性、女性）
【減少】

7 指標
重症低血糖の発生（糖尿病患者
１年あたり）

8

指標 眼底検査の実施割合 指標
治療が必要な糖尿病網膜症の発
生（糖尿病患者１年あたり）

指標
尿中アルブミン・尿蛋白定量検
査の実施割合

指標
糖尿病腎症による新規人工透析
導入者数

11

指標

【指標検討中】
候補：職場いきいきアドバンス
カンパニー（ワークライフバラ
ンスコース）の認定企業数

3

6

糖尿病に対する理解が深まり、社会全
体で支援を行う環境ができている

就労支援等の社会的支援の促進

糖尿病合併症の早期発見がされて、必
要な医療と生活習慣の改善を継続して
いる

合

併

症

の

治

療

・

重

症

化

予

防

慢

性

合

併

症

10

診療ガイドラインに基づく検査や治療
を実施する体制の整備

人工透析をはじめとする合併症治療を
行う医療機関と糖尿病治療を行う医療
機関の連携体制の整備

地

域

や

職

域

等

関

係

機

関

と

の

連

携

地

域

や

職

域

と

連

携

す

る

機

能

12

県民が糖尿病の予防につとめる
とともに、罹患した場合も必要
な医療を受け、安心して暮らす
ことができる

2

住んでいる地域に関わらず、糖尿病及
びその合併症に対する必要な医療を受
けることができている

多職種による生活習慣の指導を実施す
る体制の整備※再掲

１型糖尿病の専門的治療を受けられる
体制の整備の整備

薬剤に関する情報等を一元的かつ継続
的に把握する体制整備促進
（※在宅医療ロジックモデル再掲）

重症化予防のために、必要に応じて、
専門的医療を受けることができている

医療が必要な者が早期に医療機関を受
診している

3

診療ガイドラインに基づく検査や治療
を実施する体制の整備

急

性

合

併

症

・

専

門

的

治

療

必要に応じて、糖尿病専門医に受診で
きる体制の整備

糖尿病と診断された患者が医療と生活
習慣の改善を継続している

多職種による生活習慣の指導を実施す
る体制の整備

6

4

糖

尿

病

の

治

療

・

重

症

化

予

防

初

期

・

安

定

期

治

療

2

生活習慣の指導や受診勧奨を実施する
体制の整備

3

他

疾

患

の

治

療

の

た

め

に

入

院

中

の

患

者

の

血

糖

管

理

を

行

う

体

制

9
他の疾患や感染症等で入院した時の医
療提供体制の整備

1

糖尿病の発症を予防できている

1

中間成果（中間アウトカム）①個別施策（アウトプット） 中間成果（中間アウトカム）②

県民が自身の健康状態を把握している

目指す姿（分野アウトカム）

予防・健康づくりの普及啓発
県民が糖尿病についての正しい知識を
持ち、生活習慣の改善に取り組んでい
る

糖

尿

病

の

予

防

予

防

5
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テキスト ボックス
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番

号

番

号

番

号

指標
自治医科大学卒業医師のへき地拠点病院
への配置人数

指標 看護職員修学資金貸与者数

指標 県立看護大学地域特別枠入学者数 指標 なし

指標
医学生修学資金貸与者を対象とした研修
会等実施回数

指標
県立看護大学でのへき地医療における看
護に関する科目の実施

指標 なし

指標 へき地診療所数・歯科診療所数

指標
無医地区・準無医地区のうち巡回
診療、通院支援が行われている地
区数

指標 なし 指標
無歯科医地区・準無歯科医地区の
うち巡回診療、通院支援が行われ
ている地区数

指標 なし

指標
へき地医療拠点病院の中で主要３事業の
年間実績が合算で12回以上の医療機関の
割合

指標
遠隔診療等ICTを活用した診療支援の実
施数

指標 なし

指標 なし

8

市町村等が行う医療機関への交通手段の確保を
支援

9

へき地に居住する県民の医療ニーズの把握、
ニーズに基づく医療提供体制を構築

へ

き

地

に

お

け

る

医

療

等

の

の

確

保

3

へき地診療所（歯科含む）の運営支援及び施設・
設備整備を支援

へ

き

地

に

お

け

る

医

療

従

事

者

の

確

保

6

【新】へき地医療拠点病院における主要３事業
（巡回診療・医師派遣・代診医派遣）及び必須事
業取組への支援

7

2

1

へき地医療等に必要な知識・技能を有する医療
従事者の養成

へき地医療等に従事する医療従事者の確保

オンライン診療を含む遠隔診療の普及促進、設
備の整備を支援

5

へき地医療拠点病院等中核的医療機関からの
医師派遣体制の構築

4

個別施策（アウトプット） 中間成果（中間アウトカム） 目指す姿（分野アウトカム）

1

へき地医療に従事する医療従事者が確
保されている

へき地で暮らす住民ができる限り質の高
い医療サービスを受けられ安心して暮ら
すことができている

1

へき地医療拠点病院の指定・見直し、運営支援
及び施設・設備整備を支援

2

へき地の住民が地域の中で継続的に医
療サービスを受けられている

6
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番

号

番

号

番

号

指標
（県アウトプット指標しかないので記載
しない）

指標
退院支援職員を配置している診療
所・病院数

指標 （適切な指標が無いため記載しない） 指標
医療機関が入院患者に対し、退院
支援・調整を実施した件数

指標
（県アウトプット指標しかないので記載
しない）

指標 （適切な指標が無いため記載しない）

指標
訪問診療を実施している診療所・病
院数

指標 積極的な役割を担う医療機関数

指標 （適切な指標が無いため記載しない） 指標
（適切な指標が無いため記載しな
い）

指標 訪問薬剤管理指導実施薬局数 指標 訪問診療を実施した件数

指標 無菌調剤処理を実施できる薬局数 指標
訪問薬剤管理指導を受けた患者数
（診療所・病院）

指標 訪問栄養食事指導を受けた患者数

指標
訪問栄養食事指導を実施している診
療所・病院数

指標 訪問看護利用者数

指標
歯科衛生士による訪問歯科衛生指
導の実施件数（人口10万対）

指標 訪問看護ステーション看護師数

指標
県内歯科診療所のうち在宅療養支援
歯科診療所の割合

指標
歯科訪問診療を実施した件数（人口
10万対）

指標 （適切な指標が無いため記載しない）

指標 在宅療養後方支援病院数

指標 在宅療養支援診療所・病院数

指標
24時間体制を取っている訪問看護ス
テーションの看護師数

指標 往診を実施した件数

指標 （適切な指標が無いため記載しない）

指標 （適切な指標が無いため記載しない）

指標 在宅での看取り（死亡）の割合

指標
ターミナルケアを実施している訪問看
護ステーション数

指標
人生の最終段階について、家族と話
し合ったことがある割合

指標
在宅看取り（ターミナルケア）を実施し
ている診療所・病院数

4

患者の意向が人生の最終段階においても
尊重されている

17

在宅看取りを実施する医療機関や訪問看護
ステーション等の体制整備

看

取

り

16

看取り、ACPや事前指示書の普及啓発等に
よる在宅看取りへの理解促進

急

変

時

の

対

応

14

24時間体制で往診や訪問看護を実施する
医療機関や訪問看護ステーションの整備

3

在宅療養患者が急変時に適切な対応を受
けられる

15

急変時の対応における関係機関（医師・訪
問看護師・介護事業者・薬局・消防等）の連
携体制構築

13

災害時の支援体制構築に向けた、BCP策定
や関係機関連携促進

希望する人が在宅医療を受けることがで
き、安心して暮らすことができている

在宅療養に携わる薬剤師や薬局の体制整
備

2

在宅療養患者が疾患や重症度に応じた日
常の療養支援を受けられる

訪問栄養食事指導を実施する施設等の体
制整備促進

訪問看護師の確保及び研修環境の整備

1

7

在宅医療において積極的役割を担う医療機
関の設置促進

6

在宅医療を行う医療機関等の体制整備

日

常

の

療

養

支

援

5

多職種による在宅チーム医療体制を構築

9

8

ICTを用いた患者情報の共有や診療体制の
整備促進

12

在宅や介護施設等における歯科口腔管理
に関わる歯科医療機関の整備

10

11

1

入院患者が円滑な在宅療養移行に向けた
退院支援を受けられる

4

市町村、医療・介護関係機関等が連携した、
県民が必要とする情報の発信

3

地域連携クリティカルパス等の利用促進

目指す姿（分野アウトカム）

退

院

支

援

1

多職種で在宅医療の提供を図るための取組
支援

個別施策（アウトプット） 中間成果（中間アウトカム）

2

地域の実情に応じた退院調整ルールの適切
な運用促進

7
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テキスト ボックス
在宅医療　ロジックモデル案



番

号

番

号

番

号

番

号

指標
信州ACE（エース）プロジェクト推進ネッ
トワーク団体登録者数（仮）

指標 喫煙率

指標 B型肝炎定期予防接種実施率（３回目） 指標
生活習慣病のリスクを高める量を飲
酒している者の割合

指標 HPVワクチン定期予防接種実施率

指標 がんの75歳未満年齢調整罹患率

指標 指針の遵守市町村数

指標 県内の受診勧奨実施市町村数

指標
受診率向上に向けた普及啓発実施市
町村数

指標
検診がん種別受診率
（国民生活基礎調査）

指標
精密検査受診率（地域保健・健康増
進事業報告）

指標 市町村のチェックリストの実施率 指標 検診がん種別早期がん割合

指標
（主な検診実施機関の）チェックリストの
実施率

指標
精密検査未受診者に対して受診勧奨
を行っている市町村の割合

指標
がん診療連携拠点病院等がある医療
圏数

指標
がん診療連携拠点病院への
機能評価実施数

5 指標 がんの75歳未満年齢調整死亡率

指標
がん診療連携拠点病院等がある医療
圏数【再掲】

指標
チーム医療を受けられる病院が整備さ
れている医療圏数

指標
がん診療連携拠点病院等による各種
研修会、カンファレスなどを通じた地域
連携・支援が行われている医療圏数

指標
リハビリテーションに携わる専門的な知
識及び技能を有する医師が配置されて
いるがん診療連携拠点病院の割合

指標
専門的なケア外来を設置しているがん
診療連携拠点病院等の割合
（リンパ浮腫、ストーマ）

指標
がんの診断・治療全体の総合的評
価（平均点または評価が高い割合）

指標
がん種別５年生存率
（胃、肺、大腸、乳房、肝臓）

指標 緩和ケア研修会の受講者数（累積） 指標
身体的な苦痛を抱えるがん患者の
割合

指標
身体的な苦痛を抱えるがん患者の
割合

指標
がん相談支援センターにおける「妊孕
性・生殖機能」に関する相談件数

12

指標
全国がん登録の精度指標
（MI比・％DCO）

指標
現在自分らしい日常生活を送れてい
ると感じるがん患者の割合

指標
がん相談支援センターでの自施設・他
施設からの新規相談件数

指標
相談員研修を受講したがん相談支援セ
ンターの相談員の数

指標
家族の悩みや負担を相談できる支
援が十分であると感じているがん患
者・家族の割合

指標
末期のがん患者に対して在宅医療を提
供する医療機関数

指標
治療と仕事を両立するための社内制
度等を利用した患者の割合

指標
がん相談支援センターにおける就労に
関する相談件数

指標
がん相談支援センターにおけるアピア
ランスに関する相談件数

15

社会連携に基づくがん対策・がん患者等支
援の推進

16

就労支援等の社会的支援の実施・促進

4

3

全てのがん患者及びその家族の苦痛の軽
減並びに療養生活の質の維持向上ができ
ている

指標
介護をしたことで、全体的に負担感
が大きかったと答えたがん患者遺族
の割合（仮）

共

生

14

がんに関する情報提供やがん相談支援セン
ター等の相談支援体制の充実

がんに対する理解が深まり、社会全体で支
援を行う環境ができている

医

療

4

医療提供体制の均てん化・集約化の推進

2

住む場所に関わらず必要な検診や医療を
受けることができる。

がんゲノム医療の推進

個別のがん（希少、難治性、小児・AYA、高齢
者）対策の推進

13

がん登録の利活用の推進

10

診断時からの緩和ケアの推進

11

妊孕性温存療法の推進

9

支持療法の推進

3

質の高い科学的根拠に基づく医療を受け
ることができる。

1
県民ががんの予防につとめるとともに、罹
患した場合も必要な医療を受け、安心して
暮らすことができる。

7

連携体制の推進
（チーム医療・地域連携の推進）

8

がんのリハビリテーションの推進

6

科学的根拠に基づく手術療法・放射線療法・
薬物療法の推進

がんの発症を予防できている

検

診

（

二

次

予

防

）

2

科学的根拠に基づくがん検診の実施と
受診率向上対策の推進

3

がん検診の適切な精度管理の推進

精度の高いがん検診を受診している

2

予

防

（

一

次

予

防

）

1

予防・健康づくりの普及啓発

1

県民ががんを正しく理解し、予防行動につ
とめている

1

個別施策（アウトプット） 中間成果（中間アウトカム②） 中間成果（中間アウトカム①） 目指す姿（分野アウトカム）

8
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テキスト ボックス
がん対策　ロジックモデル案



番

号

番

号

番

号

番

号

1

2 1 1

3 2

4 2

5

6 3

7 4

8

9 1

10

11 5 3

12

13

13 7

14 8

14 9

15

16

17

9

再

発

・

重

症

化

予

防
18

専門医療スタッフにより集中的なリハビリテーションが
実施可能な医療機関の整備

身体機能の早期改善のための集中的リハ
ビリテーションを受けることができている

てんかん、失語症、高次脳機能障害等の後遺症を有
する人への支援体制の整備

生活機能の維持・向上のためのリハビリテーションが
提供される体制の整備

回復期の医療機関やリハビリテーション施設との円滑
な連携体制の構築

感染症発生・まん延時や災害時においても、患者が
必要な通常の救急医療を受けられる体制の整備

誤嚥性肺炎等の合併症の予防及び治療が行える体
制整備

廃用症候群を予防し、早期に自立できるリハビリテー
ションの実施体制の整備

初期症状と適切な対応に関する知識の普及

再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の管理、合併
症への対応が可能な体制の整備

誤嚥性肺炎等の合併症の予防および治療が行える
体制の整備

回復期および急性期の医療機関等との連携体制の
構築

在宅療養支援を受けることができている

急性期および維持期の医療機関や施設、地域の保
健医療福祉サービスとの連携体制の構築

治療と仕事の両立支援・就労支援体制の整備

再発や重症化を予防できている

日常生活への復帰、生活機能維持・向上
のためのリハビリテーションを受けることが
できている

感染症発生・まん延時や災害時においても救急搬送
体制を維持するため、「傷病者の搬送及び受入れの
実施に関する基準」の継続的な見直し

県民が脳卒中の予防につとめ、罹患後も適切な
医療を受け、安心して暮らすことができる

脳卒中患者が日常生活の場で質の高い生活を
送ることができている

誤嚥性肺炎等の合併症の予防および治療が行える
体制の整備

発症後早期に専門的なリハビリテーション
を受けることができている

脳卒中の急性期医療に24時間365日対応できる体制
の整備

発症後早期に専門的な治療を受けること
ができている

県民が予防行動をとれるよう脳卒中に関する正しい知
識の普及

基礎疾患および危険因子の管理ができて
いる

個別施策（アウトプット） 中間成果（中間アウトカム②） 目指す姿（中間アウトカム①） 目指す姿（分野アウトカム）

発症後できるだけ早期に専門医療機関へ
搬送されている

治療と仕事の両立支援・就労支援を受け
ることができている

在宅での療養支援体制の整備

維

持

期

・

生

活

期

脳卒中の発症を予防できている特定健診・特定保健指導の受診勧奨の実施

脳卒中による死亡が減少している地域メディカルコントロール体制の強化・標準化

予

防

・

啓

発

救

護

急

性

期

回

復

期

予防分野の作業部会で

検討中
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テキスト ボックス
脳卒中対策　ロジックモデル案



番

号

番

号

番

号

番

号

1

2 1 1

3 2

4 2

5

6 3

7 4

8

9 1

10

11 5 3

12 6

13

14 7

15 8

16 9

17 10

18

再

発

・

重

症

化

予

防

19 11

小

児

期

・

若

年

期

か

ら

配

慮

が

必

要

な

循

環

器

病

20

維

持

期

・

生

活

期

生活機能の維持・向上のためのリハビリテーションが提
供される体制の整備

日常生活への復帰、生活機能維持・向上の
ためのリハビリテーションを受けることができ
ている

在宅での療養支援体制の整備

再発や重症化を予防できている

心血管疾患に対する緩和ケアの実施体制の整備

急性期および維持期の医療機関や施設、地域の保健
医療福祉サービスとの連携体制の構築

再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の管理、合併
症への対応が可能な体制の整備

小児期から成人期にかけての医療・支援体制の整備

心血管疾患患者が日常生活の場で質の高い生活
を送ることができている

在宅療養支援を受けることができている

治療と仕事の両立支援・就労支援体制の整備
治療と仕事の両立支援・就労支援を受ける
ことができている

回復期の医療機関やリハビリテーション施設との円滑な
連携体制の構築

県民が心血管疾患の予防につとめ、罹患後も適切
な医療を受け、安心して暮らすことができる

感染症発生・まん延時や災害時においても、患者が必
要な通常の救急医療を受けられる体制の整備

急性期および維持期の医療機関や施設、地域の保健
医療福祉サービスとの連携体制の構築

心血管疾患に対する緩和ケアの実施体制の整備

心身の緩和ケアを受けることができている

専門医療スタッフにより集中的なリハビリテーションが実
施可能な医療機関の整備

身体機能の早期改善のための集中的リハビ
リテーションを受けることができている

感染症発生・まん延時や災害時においても救急搬送
体制を維持するため、「傷病者の搬送及び受入れの実
施に関する基準」の継続的な見直し

心身の緩和ケアを受けることができている

急

性

期

心血管疾患の急性期医療に24時間365日対応できる
体制の整備

発症後早期に専門的な治療を受けることが
できている

心血管疾患リハビリテーションの実施体制の整備
発症後早期に専門的なリハビリテーションを
受けることができている

心血管疾患に対する緩和ケアの実施体制の整備

回

復

期

救

護

初期症状と適切な対応に関する知識の普及
発症後できるだけ早期に専門医療機関へ
搬送されている

地域メディカルコントロール体制の強化・標準化

予

防

・

啓

発

県民が予防行動をとれるよう脳卒中に関する正しい知
識の普及

特定健診・特定保健指導の受診勧奨の実施
基礎疾患および危険因子の管理ができて
いる

心血管疾患の発症を予防できている

個別施策（アウトプット） 中間成果（中間アウトカム②） 目指す姿（中間アウトカム①） 目指す姿（分野アウトカム）

心血管疾患による死亡が減少している

予防分野の作業部会で

検討中
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心筋梗塞等の心血管疾患対策　ロジックモデル案



番

号

番

号

番

号

番

号

１【普及啓発・相談支援】

1

指標 啓発週間の実施数 指標 県、市町村が実施した相談支援件数 指標
精神病床における入院後３．６．１
２ヶ月時点の退院率

指標

指標
自殺、精神疾患等の啓発週間に参加す
る市町村数

指標 相談支援を行う職員数 指標
精神保健福祉に関する相談支援を
実施する市町村数

指標

指標 精神障がい者の就職件数

指標 研修開催数、技術支援件数 指標 居住支援協議会参加団体数

２【人権】

指標 入院者訪問支援事業実施件数 指標
ピアサポーターの病院訪問を受け入
れる病院数

3【地域移行・地域における支援】

指標 協議の場を設置する市町村数 指標
保健、医療、福祉関係者による協議
の場の設置数

指標
精神科訪問看護・指導料又精神科
訪問看護指示料を算定した患者数

指標 市町村研修参加人数

指標
自立支援医療（精神通院）の受給者
証交付数

指標 実施件数

4 【危機介入】

4

指標
救急体制における常時対応型病院
の数（S)

指標
精神科救急医療体制整備事業によ
る入院件数

指標
精神医療関係者が参加する救急医療関
係会議を実施する圏域数

指標
関係者会議を開催する医療圏数
（S）

指標
救命救急入院料精神疾患身体治療初回
加算を算定する患者数・医療機関数

指標 DPAT研修に参加するDPAT数

指標
こどもの自殺危機対応チームによる
支援件数

指標 災害派遣精神医療チームの登録数

5【診療機能】

指標
治療抵抗性統合失調症治療薬を使
用する医療機関数

指標 －

指標
うつ病かかりつけ医研修を行う地域
数

指標 センター連携会議の開催数

指標 児童思春期入院病床数

指標
発達障がい診療地域連絡会を開催
する地域数

指標 専門プログラムの実施件数

指標
摂食障害入院医療体制加算
（精神・一般）を算定する病院数

指標

6【拠点機能】

指標 認知症鑑別診断件数 指標 －

指標

指標
発達障がい診療にかかる専門家の
派遣実績

指標
依存症専門医療機関連携会議の開
催数

指標

精神障がいのある方への医療費助成によ
る支援

3

こどもの自殺危機対応チームによる困難事
例への介入

（発達障がい）発達障がい診療地域連絡会
によるネットワークづくり

（依存症）依存症専門治療プログラムの推
進と依存症医療の均てん化

住んでいる地域にかかわらず、必要とする
医療が受けられている

2

（うつ病）精神科とその他の医療機関の連
携

（認知症）認知症疾患医療センターを圏域
ごとに設置し、専門医療の均てん化

5

（児童思春期）医療体制の充実と医療関係
者の対応力の向上を図る

5

（災害精神医療）DPAT先遣隊の拡大と災
害拠点精神科病院の検討

拠

点

機

能

1

（認知症）認知症疾患医療センターの専門
医療充実と地域支援ネットワークの構築

6

3

（発達障がい）子どもの心診療ネットワーク
病院による地域の診療ネットワーク支援

4

（依存症）専門医療機関の指定促進と専門
医療の均てん化

疾患ごとに中核となる病院を中心に専門医
療のネットワークが広がっている

2

（児童思春期）こどものこころ総合医療セン
ターの設置検討

8

（てんかん）てんかん支援拠点病院を中心
とした医療連携の推進

（摂食障害）専門医療の充実と身体科と精
神科の連携促進

診

療

機

能

1

（統合失調症）難治性への専門医療の普及
と地域移行の促進

危

機

介

入

3

4

5

6

7

人

権

3

必要な人が必要な時に必要な危機介入を
受けている

2

身体合併症に対応する圏域ごとの関係者
会議の開催

1

精神科救急体制の充実

4

研修や実地訓練によるDPATの対応力の
向上

3

入院患者訪問支援事業による患者訪問

地

域

に

お

け

る

支

援

1

協議の場の設置による地域における支援
体制の充実

2

市町村、支援者への研修の実施及び助言

4
措置入院患者等への退院後継続支援

普

及

啓

発

・

相

談

支

援

1

啓発週間等を通じた、広く県民に向けた精
神保健に関する知識の普及啓発

2

精神保健福祉センター、保健福祉事務所
における精神保健福祉相談の実施

3

市町村の精神保健福祉対応にかかる技術
的支援の実施

3

個別施策（アウトプット） 中間成果（中間アウトカム） 目指す姿（分野アウトカム） 共通ビジョン（最終アウトカム）

2

（保健医療計画全体で設定）

社会に正しい知識が浸透し、必要な人に必
要な支援が届いている

精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安
心して自分らしく暮らすことができている

1

（保健医療計画全体で設定）

1

指標
精神病床から退院後1年以内の地
域での平均生活日数（地域平均生
活日数）

2

精神障がいのある方の地域での生活や療
養生活において人権が守られている

精神障がいのある方やその家族が疾患に
応じた支援を地域で受けられている
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番

号

番

号

番

号

指標
・サーベイランスシステムの登録医療機関数
★ゲノム解析の実施機関数が２か所以上（流行初期以降）
★協定締結医療機関が診療件数、検査数、入院患者数等を報告する割合100％

指標 ★県からのよびかけ後、何らかの感染対策を実施した県民90％以上

指標

指標 ★誹謗中傷相談窓口の設置（流行初期）

指標
★ワクチン接種に関する専門的な相談窓口（多言語及び聴覚障害者に対応可）を県
内に１つ以上設置（ワクチン接種開始時）

指標

★東信・北信・南信・中信に大規模ワクチン接種会場を１つ以上設置（一般県民への
ワクチン接種開始時）
★新型コロナワクチン接種における集団接種会場とのマッチング実績を基にワクチン
接種業務に従事する医療従事者を確保（登録）（医師・看護師・薬剤師）
（一般県民へのワクチン接種開始時）

指標
★２次対応医療機関を各圏域に１つ以上設置（ワクチン接種開始時）
★３次対応医療機関を全県で２つ以上設置（ワクチン接種開始時）

指標
★県及び保健所設置市に相談窓口をそれぞれ１つ以上設置（流行初期）
★多言語及び聴覚障害者に対応する相談窓口を県内に１つ以上設置（流行初期）

指標
★発症から受診までにかかる日数が平均３日以内（流行初期）
★検査から結果判明までにかかる日数が平均１日以内（流行初期）

指標
〇協定締結医療機関（発熱外来）の数（流行初期・流行初期以降別）
〇個人防護具の備蓄を行っている医療機関数

指標 ★発生届受理から濃厚接触者の特定にかかる日数が平均１日以内（流行初期）

指標

〇核酸検出検査（PCR検査等）の流行初期・流行初期以降の実施能力
（①地方衛生研究所等、②医療機関・民間検査会社）
〇地方衛生研究所等の検査機器台数
〇地方衛生研究所における実践型訓練の実施回数

指標 ★人口当たりの感染者数、死亡者数が全国平均以下

指標

〇保健所等の人員（市町村からの応援職員を含む）、即応可能なHEAT要員の確保
数（流行初期）
〇都道府県職員（感染症業務従事者）が年１回以上研修及び実践型訓練を受けた
割合
〇協定締結医療機関（人材派遣）が派遣可能な医師・看護師数とチーム数
（うち、DMAT・DPAT・協定を受け保健所単位で編成するチーム数等）
・感染管理認定看護師の養成・登録者数

指標

・第一種感染症指定医療機関を全県に１つ以上整備
・第二種感染症指定医療機関を圏域別に１つ以上整備
〇協定締結医療機関（入院）における流行初期・流行初期以降の確保可能病床数
（重症患者及び特に配慮が必要な患者の病床を含む）
〇個人防護具の備蓄を行っている医療機関数

指標 ★入院が必要と診断されてから、入院までにかかる日数が平均１日以内

指標
・搬送について協定締結している消防機関数
・保健所への移送車両の配備台数

指標 ○後方支援医療機関数

指標

指標
〇協定締結医療機関（医療人材）が派遣可能な医師・看護師数とチーム数（うち、
DMAT・DPAT・協定を受けて保健所単位で編成するチーム数等）
〇医療従事者等を研修・訓練へ参加させた協定締結医療機関数

指標 〇民間事業者との協定による宿泊施設の確保居室数（流行初期・流行初期以降別） 指標

★発生届の受理から健康観察の実施までにかかる日数が平均１日以内（流行初期）
★入院が不要と診断されてから宿泊療養施設入所までにかかる日数が平均２日以内（流
行初期）
★生活支援の申し出を受けて発送までかかる日数が平均２日以内

指標
〇自宅・宿泊施設・高齢者施設の療養者へ医療等を提供する協定締結医療機関等
（医療機関、薬局、訪問介護事業所）の数

指標
★健康観察・生活支援センターの設置（流行初期）
・県の生活支援業務を補完する取り組みを行う市町村数

指標

〇保健所等の人員（市町村からの応援職員を含む）、即応可能なＩHEAT要員の確
保数（流行初期）
〇都道府県職員（感染症業務従事者）が年１回以上研修及び実践型訓練を受けた
割合

1

感染拡大が可能な限り抑制され、県民の生命及び健康が守られ
ている。

4

★ワクチン接種に係る相談窓口体制の整備

★ワクチン接種体制の整備

5

19

健康観察等を行う人材の確保、養成及び資質の向上

17

自宅・宿泊施設・高齢者施設での療養者への医療提供体制の整備

【入院医療提供体制】
入院が必要な感染者が適切な医療を受けられる

2

【まん延防止】
早期の受診・ 検査により感染者が適切な行動がとれる

自
宅
療
養
等
体
制

16

軽症者等が療養する宿泊療養施設の確保

18

自宅療養者等への健康観察・生活支援体制の整備

15

感染症患者に医療を提供する医師、看護師等の確保及び資質の向上

14

入院調整（圏域内、広域、要配慮者）の連携体制の推進

感染症患者以外の一般患者の受入れ又は感染症から回復した患者が転院できる
後方支援医療機関の確保

4

12

患者・疑い患者を移送する連携体制を整備

入院医療機関の病床確保体制を整備

病原体の検査体制の整備

新

興

感

染

症

等

に

対

す

る

の

取

組

予

防

1

感染症の発生動向に関する情報収集・分析体制、及び対策の企画・検討体制の
整備

6

★ワクチンの副反応に対する診療体制の整備

ま
ん
延
防
止

7

★有症状者に対応する相談体制の整備

3

感染症に関する正しい知識の普及の推進

8

13

発熱患者等の診療体制の整備

入
院
医
療
体
制

11

目指す姿（分野アウトカム）

2

感染症の発生状況・予防方法・医療提供体制に関する情報発信の体制を整備

9

5

入院を要しない感染者が症状に応じて適切に療養できる

3

【まん延防止】
接触者や濃厚接触者が適切な行動がとれる

感染者の状態に応じた医療が提供される

個別施策（アウトプット） 中間成果（中間アウトカム）

10

検査やクラスター対策等にあたる人材の確保、養成及び資質向上の推進

感染者等の人権に配慮するとともに適切な感染対策をとれる

1

【予防】
①県民等が感染症に対する理解を深め、適切な行動がとれる

先頭の★印は実際に新興感染症（新型コロナと同程度の感染症を想定）

が発生した際に実施を想定する「個別施策」又は「指標」

12
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